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(57)【要約】
【課題】アンモニアを用いることなく鉄基合金材の表面
に窒素を浸入させることができ、かつ、焼入れ処理後に
おいてもボイドが抑制された表面硬化処理を施した鉄基
合金材及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】鉄を主成分とする鉄基合金材からなるワー
クを５９０℃以上の温度に加熱した状態で、水素を供給
することなく窒素ガスを供給しながら上記ワークにプラ
ズマ浸窒処理を行って、表層近傍に窒素が浸入した窒素
拡散層を形成し、その後、ワークを５９０℃以上の温度
から急冷し、上記窒素拡散層中にマルテンサイトを生成
させる。窒素拡散層層は、０．１～１．２質量％の窒素
が浸入した層とすることができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄を主成分とする鉄基合金材からなるワークを５９０℃以上の温度に加熱した状態で、
水素を供給することなく窒素ガスを供給しながら上記ワークにプラズマ浸窒処理を行って
、表層近傍に窒素が浸入した窒素拡散層を形成し、
　その後、上記ワークを５９０℃以上の温度から急冷し、上記窒素拡散層中にマルテンサ
イトを生成させることを特徴とする鉄基合金材の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の鉄基合金材の製造方法において、上記窒素拡散層は、０．１～１．２
質量％の窒素が浸入した層であることを特徴とする鉄基合金材の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の鉄基合金材の製造方法において、上記プラズマ浸窒処理後に、
上記ワークを少なくとも５９０℃未満まで冷却し、その後、高周波誘導加熱により上記ワ
ークを再加熱した後に上記急冷を行うことを特徴とする鉄基合金材の製造方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の鉄基合金材の製造方法において、上記プラズマ浸
窒処理は、上記ワークを装入した炉内を真空度１０００Ｐａ以下まで減圧した後、上記炉
内に設けた窒素導入部から窒素を導入し、その後、上記ワークを５９０℃以上に昇温した
後、上記炉内に設けた電極又は炉壁を陽極、上記ワークを陰極として両者の間に直流電圧
を印加してグロー放電を生じさせることにより行うことを特徴とする鉄基合金材の製造方
法。
【請求項５】
　鉄を主成分とする鉄基合金材であって、
　その表層近傍に窒素が浸入した窒素拡散層を有し、該窒素拡散層は、マルテンサイトが
存在し、かつ、ボイドが存在していないことを特徴とする鉄基合金材。
【請求項６】
　請求項５に記載の鉄基合金材において、上記窒素拡散層は、０．１～１．２質量％の窒
素が浸入した層であることを特徴とする鉄基合金材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面硬化処理を施してなる鉄基合金材及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼に代表される鉄を主成分として有する鉄基合金材の耐摩耗性や疲れ強さを向上させる
方策として、種々の表面処理方法が提案されている。最も広く利用されている処理方法と
しては、鋼に対して行われる浸炭焼入れ処理が挙げられる。浸炭焼入れ処理は、被処理材
を加熱した状態で表面から炭素を浸入・拡散させ、表層近傍の炭素濃度を高めた状態で、
オーステナイト状態から急冷処理を施して表層部にマルテンサイトを生成させる処理であ
る。マルテンサイト化した表層部は、耐摩耗性及び疲れ強さの向上に寄与する。
【０００３】
　一方、浸炭焼入れ処理は、一酸化炭素を含む雰囲気中での７２７℃を超えるような高温
の熱処理が通常必要であり、これに必要なエネルギーの使用量も比較的多い。そのため、
浸炭焼入れ処理は、近年注目される二酸化炭素排出量の抑制が難しい処理方法であると言
える。また、浸炭焼入れ処理を施した鉄基合金材は、オーステナイトからマルテンサイト
への相変態（マルテンサイト変態）による歪みだけでなく、上記の高温からの急冷に伴う
熱歪みが生じるため、寸法や形状を整える後工程が必要となるのが通常である。
【０００４】
　浸炭焼入れ処理と並んでよく行われている表面硬化処理としては、窒化処理がある。窒
化処理は、一般に上記浸炭焼入れ処理よりも低温の条件で鉄基合金材の表面から窒素を浸
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入・拡散させて窒化物を形成することによって表層部を硬化させる処理である。処理方法
としては、ガス窒化、ガス軟窒化、塩浴軟窒化、プラズマ窒化に大別される。いずれの処
理も、組織の変化によって硬化させるものではなく、硬さの高い窒化物を作ることによっ
て硬化させるものであり、通常は、窒化処理後に焼入れは行わない。
【０００５】
　窒化処理は、上記のごとく通常は比較的低温で行う上に相変態を伴わないため、得られ
る鉄基合金材に生じるひずみ量を小さくすることができる。そのため、窒化処理は、ひず
みを抑制し、工程合理化を図ることができる処理として、上述した浸炭焼入れ処理よりも
好まれる場合がある。しかしながら、上記従来の一般的な窒化処理の多くは、窒素の浸入
・拡散の処理に長時間を要することが課題としてあげられている。
【０００６】
　比較的新しい表面硬化処理方法として、特許文献１に記載の浸窒焼入れ処理方法がある
。この浸窒焼入れ処理方法は、６００℃～８００℃という従来の一般的な窒化処理に比べ
て高温条件でアンモニアを用いて浸窒処理し、被処理材の表面から窒素を浸透拡散させた
上で、急冷して焼入れするというものである。
【０００７】
　この特許文献１の浸窒焼入れ処理方法によれば、従来の窒化処理における窒化物による
硬化効果ではなく、窒素が拡散した領域をマルテンサイト変態させることによる硬化効果
が得られる。また、この方法は、従来の一般的な窒化処理に比べて浸窒処理の時間を大幅
に短縮できる点で優れている。また、前述した浸炭焼入れ処理に比べると焼入れ前の加熱
温度を低くできるため、その分ひずみの発生を抑制することもできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－４６０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のごとく、特許文献１の浸窒焼入れ処理方法は優れた表面硬化処理方法であると言
えるが、アンモニアを処理ガスとして用いなければならない点が課題として挙げられてい
る。アンモニアは、高温で加熱炉などの設備の劣化を早めるだけではなく、排気前に分解
処理する必要があるなど不具合点が多い。また、上記浸窒焼入れ処理方法により比較的多
量の窒素を浸入させた場合には、被処理品の断面観察の結果、表層近傍に多数のボイドが
生じることがある。
【００１０】
　アンモニアを用いない方法として、従来の一般的な窒化処理を浸窒処理として採用する
ことが考えられる。しかしながら、上述したごとく、従来の一般的な窒化処理の多くは、
窒素の浸入・拡散の処理に長時間を要することが問題である。ここで、従来の窒化処理の
うち、窒素の浸入・拡散の処理時間が比較的短い処理として、プラズマ窒化がある。
【００１１】
　プラズマ窒化は、具体的には、処理炉内を真空ポンプで排気した後、炉内に窒素（Ｎ２

）と水素（Ｈ２）の混合ガスを導入し、５９０℃未満の温度条件において、炉と被処理材
との間に直流電圧を印加して両者の間にグロー放電を発生させ、グロー放電に伴って、窒
素をイオン化して被処理材の表面から浸入させる処理である。このようなプラズマ窒化を
上記浸窒焼入れ処理方法における浸窒処理工程に採用することも考えられるが、単純に従
来のプラズマ窒化を採用しただけでは、ＡｌやＣｌなどの合金成分が添加されていない鋼
を硬化させることが難しい。
【００１２】
　本発明は、かかる背景に鑑みてなされたものであり、アンモニアを用いることなく鉄基
合金材の表面に窒素を浸入させることができ、かつ、焼入れ処理後においてもボイドが抑
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制された表面硬化処理を施した鉄基合金材及びその製造方法を提供しようとするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様は、鉄を主成分とする鉄基合金材からなるワークを５９０℃以上の温度
に加熱した状態で、水素を供給することなく窒素ガスを供給しながら上記ワークにプラズ
マ浸窒処理を行って、表層近傍に窒素が浸入した窒素拡散層を形成し、
　その後、上記ワークを５９０℃以上の温度から急冷し、上記窒素拡散層中にマルテンサ
イトを生成させることを特徴とする鉄基合金材の製造方法にある（請求項１）。
【００１４】
　本発明の他の態様は、鉄を主成分とする鉄基合金材であって、
　その表層近傍に窒素が浸入した窒素拡散層を有し、該窒素拡散層は、マルテンサイトが
存在し、かつ、ボイドが存在していないことを特徴とする鉄基合金材にある（請求項５）
。
【発明の効果】
【００１５】
　上記鉄基合金材の製造方法は、上記ごとく、ワークを５９０℃以上という比較的高温に
加熱した状態で、水素ガスを用いることなく窒素ガスを供給しながら上記ワークにプラズ
マ浸窒処理を施して窒素拡散層を形成する。つまり、上記鉄基合金材の製造方法は、水素
ガスの導入を省略し、窒素ガスを用いてワークの表面からの窒素の浸入を進めることがで
きる。そのため、従来のようなアンモニアを窒素源として利用する必要がない。したがっ
て、アンモニアを取り扱う際の不具合を完全に排除することができる。
【００１６】
　また、上記プラズマ浸窒処理を完了したワークには、５９０℃以上の温度から急冷する
焼入れ処理を施す。これにより、得られた鉄基合金材は、窒素を浸入させた窒素拡散層に
マルテンサイトが生成して硬化効果が得られると共に、この窒素拡散層にボイドが生じる
ことを確実に抑制することができる。ボイド生成を抑制できる理由は、上記プラズマ浸窒
処理時に水素ガスを用いないことにより、ワークの表層から窒素と共にわずかな水素が浸
入することを防止できるためだと考えられる。また、窒素拡散層においてマルテンサイト
生成による硬化効果が得られる理由は、プラズマ浸窒処理を上記のごとく従来のプラズマ
窒化よりも高温で行うことによって、窒素オーステナイト層中に窒素を高速浸入・高速拡
散できるという作用効果が得られるためであると考えられる。
【００１７】
　このようなマルテンサイトが含まれた窒素拡散層を表層近傍に有すると共にこの窒素拡
散層にボイドが全く含まれない鉄基合金材は、ボイドがき裂の起点となり、疲れ強さを低
下させるという不具合が生じることを確実に抑制することができる。
【００１８】
　このように、上記態様によれば、アンモニアを用いることなく鉄基合金材の表面に窒素
を浸入させることができ、かつ、焼入れ処理後においてもボイドが生じない表面硬化処理
を施した鉄基合金材及びその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】プラズマ浸窒処理を行うためのプラズマ浸窒装置の概略を模式的に示した図であ
る。
【図２】プラズマ浸窒処理および焼入れ処理のプロファイルを示した図である。
【図３】試料１～試料３の窒素濃度プロファイルを示した図である。
【図４】試料２における横断面の光学顕微鏡写真である。
【図５】試料５における横断面の光学顕微鏡写真である。
【図６】試料２の硬さプロファイル及び窒素濃度プロファイルを示した図である。
【図７】試料６の硬さプロファイル及び窒素濃度プロファイルを示した図である。
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【図８】試料７の硬さプロファイル及び窒素濃度プロファイルを示した図である。
【図９】試料２、試料６、試料７の窒素濃度プロファイルを示した図である。
【図１０】試料２、試料６、試料７の硬さプロファイルを示した図である。
【図１１】試料４、試料９の硬さプロファイルを示した図である。
【図１２】試料８、試料９、試料１０の硬さプロファイルを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　上記鉄基合金材としては、炭素鋼、合金鋼などの各種の鋼材料、ステンレス鋼、ばね鋼
、軸受鋼、工具鋼、耐熱鋼等が挙げられる。特に、一般的な炭素鋼は、表面改質によって
その用途を拡大することが可能であり、上記製造方法の利用が非常に有効である。
【００２１】
　また、上記プラズマ浸窒処理時に供給する窒素ガスには、実質的には他の成分は混合さ
せないことが好ましいが、水素ガス以外のガスであって、プラズマ浸窒処理に悪影響を及
ぼさないガスを何らかの理由で混合させることは許容しうる。供給する窒素ガスは、窒素
の浸入・拡散を促進させる観点から、窒素分圧が１００Ｐａ程度以上であることが好まし
く、より好ましくは、１５０Ｐａ程度以上であるとよい。また、上記窒素分圧は、異常放
電などの観点から、１０００Ｐａ程度以下であるとよく、好ましくは、５００Ｐａ程度以
下であるとよい。
【００２２】
　また、上記窒素拡散層は、０．１～１．２質量％の窒素が浸入した層とすることができ
る（請求項２、６）。窒素拡散層の窒素濃度を上記範囲にすることにより、窒素の浸入に
よる焼入れ可能温度の低温化を利用したオーステナイトの生成（後のマルテンサイトの生
成）の促進を図ることができる。上記焼入れ可能温度の低温化の効果を十分に得る観点か
ら、上記窒素拡散層は、好ましくは、０．１５質量％以上、より好ましくは、０．２質量
％以上の窒素が浸入した層とすることができる。一方、製造性、ボイド抑制等の観点から
、上記窒素拡散層は、好ましくは、１．１５質量％以下、より好ましくは、１．１質量％
以下の窒素が浸入した層とすることができる。
【００２３】
　また、上記プラズマ浸窒処理後の焼入れ処理は、プラズマ浸窒処理時の加熱状態から連
続的に直接急冷する処理を採用してもよいが、プラズマ浸窒処理と焼入れ処理とを分離す
ることも可能である。プラズマ浸窒処理と焼入れ処理を分離する場合には、上記プラズマ
浸窒処理後に、上記ワークを少なくとも５９０℃未満まで冷却し、その後、高周波誘導加
熱により上記ワークを再加熱した後に上記急冷を行う方法を採用することができる（請求
項３）。この場合には、焼入れ処理前の加熱手段として上記高周波誘導加熱処理を採用す
ることにより、特定部位または全体を短時間で精度よく加熱処理を行うことができ、製造
の合理化を図ることができる。
【００２４】
　上記ワークを冷却する温度は、製造性などの観点から、１００℃程度以下が好ましく、
より好ましくは、３５℃程度以下であるとよい。なお、上記ワークを冷却する温度は、コ
ストなどの観点から、１００℃程度以上とすることもできる。
【００２５】
　また、上記プラズマ浸窒処理は、上記ワークを装入した炉内を真空度１０００Ｐａ以下
まで減圧した後、上記炉内に設けた窒素導入部から窒素を導入し、その後、上記ワークを
５９０℃以上に昇温した後、上記炉内に設けた電極又は炉壁を陽極、上記ワークを陰極と
して両者の間に直流電圧を印加してグロー放電を生じさせることにより行うことができる
（請求項４）。
【００２６】
　上記のごとく、炉内への窒素の導入の前に、炉内を所定範囲まで減圧することにより、
処理前に炉内に存在していた雰囲気ガスを排出して非常にクリーンな状態でプラズマ浸窒
処理を進めることができる。上記減圧時の真空度は低いほど好ましいが、設備的な問題や
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処理時間の関係から少なくとも上記特定の真空度を確保すればよい。
【００２７】
　また、上記グロー放電は、上記炉内に設けた電極又は炉壁とワークとの間で生じさせる
ことが好ましい。これにより、窒素のイオン化を効率よく行うことができ、窒素の浸入・
拡散を促進することができる。なお、炉内に設けた窒素導入部を上記電極として用いるこ
とも可能である。
【００２８】
　また、上記プラズマ浸窒処理時の上記ワークの加熱温度は上記のごとく、５９０℃以上
とするが、その上限は、ワークにおいて結晶粒の粗大化が生じやすくなるという理由によ
り１１００℃とすることが好ましい。また、上記プラズマ浸窒処理をより効率よく行うた
めには、特に、６００～８００℃とすることが好ましい。
【実施例】
【００２９】
　上記鉄基合金材及びその製造方法にかかる実施例及び比較例について説明する。本例で
は、複数種類の鉄基合金材（試料１～１０）を製造し、各種特性を評価した。まず、試料
１～１０の材質としては、表１に示す材質ａ～ｃのいずれかを用いた。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　各試料としては、上記材質からなる直径１０ｍｍ×長さ３５ｍｍの棒材を準備した。そ
して、各試料（ワーク）に対し後述する条件でプラズマ浸窒処理を施し、その後、一部の
試料に対して後述する条件で焼入れ処理を施した。
【００３２】
　図１に示すように、プラズマ浸窒処理を行うためのプラズマ浸窒装置５は、内部を密閉
してなる炉心管５０と、その外周に配置された加熱装置５１とを有する。炉心管５０内に
は、外部の窒素供給源（図示略）から延びる窒素供給管５２に接続された窒素導入部５３
を有している。窒素導入部５３から所定距離離れた位置には、ワーク１（試料）設置場所
が設けられている。また、炉心管５０には、内部を減圧するための真空ポンプ５４が接続
されている。また、炉心管５０には、バルブ５９を介して焼入れ槽６０が接続されており
、大気に触れることなくワーク１を焼入れ槽に投入可能とされている。また、炉心管５０
内には、温度測定用の熱電対５５が挿入配置されている。炉心管５０の外部には、窒素導
入部５３を陽極、ワーク１を陰極として両者の間に直流電圧を印加するための直流電源５
６が設置されている。直流電源５６は、電線５７により窒素導入部５３に電気的に接続さ
れ、電線５８によりワーク１に電気的に接続されている。つまり、本例では、窒素導入部
を陽極として用いている。
【００３３】
　プラズマ浸窒処理は、このような構成のプラズマ浸窒装置５を用いて、炉心管５０内の
真空度、温度、窒素ガスの供給量の制御に加え、直流電源５６によって印加する電圧及び
電流を制御することによって行う。
【００３４】
　焼入れ処理は、図示しない高周波誘導加熱装置と所定の冷却装置を用いて、一部の試料
に対して実施した。
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　以下、各試料ごとの具体的な処理条件について説明する。
【００３５】
＜試料の作製＞
－試料１－
　試料１は，材質ｂ（表１）を採用したものである。この試料１に対しては図２に示すプ
ロファイルに従って、プラズマ浸窒処理を施した。具体的には、まず、上記プラズマ浸窒
装置５の炉心管５０内にワーク１（試料１）をセットし、炉内を２０Ｐａまで減圧した（
図２の（Ａ））。その後、窒素ガスのみを窒素導入部５３から導入した（図２の（Ｂ））
。そして、炉内での窒素分圧が１５０Ｐａに到達した時点で炉内の昇温を開始した（図２
の（Ｃ））。その後、ワーク１の温度が７５０℃にて一定となるよう過熱状態を制御し、
窒素分圧は１５０Ｐａとなるように制御した（図２の（Ｄ）、均熱処理）。この雰囲気状
態において、窒素導入部５３を陽極、ワーク１を陰極として両者の間に直流電圧を印加し
てグロー放電を生じさせた。直流電圧の条件は、電圧：７００Ｖ、通電時間２時間という
条件とした（図２の（Ｅ））。その後、炉心管５０の加熱を停止し、炉内と同様に減圧し
た焼入れ槽６０へ大気に触れることなく試料１を投入して急冷した（図２の（Ｆ））。試
料１は８０℃の焼入れ油により焼入れされた。
【００３６】
－試料２、試料３－
　試料２及び試料３は、試料１と同様に材質bを採用したものであり、試料１と同様のプ
ラズマ浸窒処理及び焼入れ処理を行ったが、プラズマ浸窒処理時の窒素分圧条件のみ変更
したものである。試料２の場合には、窒素分圧を２００Ｐａに設定した。試料３の場合に
は、窒素分圧を２５０Ｐａに設定した。
【００３７】
－試料４－
　試料４は、試料２と同様に材質ｂを採用したものであり、試料２と同様のプラズマ浸窒
処理を施した後、焼入れ処理を行わなかったものである。つまり、試料２とは、焼入れ処
理を行わなかった点だけ異なる。
【００３８】
－試料５－
　試料５は、試料１と同様に材質ｂを採用したものであるが、従来のアンモニアを窒素源
として用いた窒化処理を行った例である。試料５の窒化条件は、上記のアンモニアによる
窒化処理の条件であり、具体的には、導入窒素流量：５［Ｌ／ｍｉｎ］、導入アンモニア
流量：１［Ｌ／ｍｉｎ］、処理温度：７５０℃、処理時間：１．５時間という条件により
実施した。焼入れは、大気雰囲気中で８０℃の焼入れ油に投入することにより行った。そ
の他の条件は、試料１の場合と同様とした。
【００３９】
－試料６－
　試料６は、試料２と材質を変更し、材質ａ（表１）を採用し、試料２と同じ浸窒処理及
び焼入れ処理を施したものである。
【００４０】
－試料７－
　試料７は、試料２と材質を変更し、材質ｃ（表１）を採用し、試料２と同じ浸窒処理及
び焼入れ処理を施したものである。
【００４１】
－試料８－
　試料８は、試料１と同様に材質ｂを採用したものであり、処理時間を１時間と変更した
以外は試料１と同様のプラズマ浸窒処理を施した。その後、炉心管５０の加熱を停止し、
炉内にワーク１を放置して３５℃以下まで放冷した。次いで、このワーク１を高周波誘導
加熱によって８３０℃まで加熱した後、水を噴射し焼入れした。
【００４２】
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－試料９、試料１０－
　試料９及び試料１０は、試料８と同様に材質ｂを採用したものであり、試料８と同様の
プラズマ浸窒処理及び焼入れ処理を行ったが、プラズマ浸窒処理時の窒素分圧条件のみ変
更したものである。試料９の場合には、窒素分圧を２００Ｐａに設定した。試料１０の場
合には、窒素分圧を２５０Ｐａに設定した。
【００４３】
＜評価・考察＞
【００４４】
　図３に、試料１～試料３の窒素濃度プロファイルを示す。試料１～試料３は、試料作製
時における窒素分圧が異なっている。なお、窒素濃度の測定には、電子プローブマイクロ
アナライザー（ＥＰＭＡ）を用いた。
【００４５】
　図３に示すように、水素ガスの導入を省略し、窒素ガスを用いて鉄基合金材からなるワ
ークの表面から窒素の浸入を進めることができることがわかる。そのため、従来のように
アンモニアを窒素源として利用する必要がなく、アンモニアを取り扱う際の不具合を完全
に排除できるといえる。また、プラズマ浸窒処理時における炉内の窒素分圧が高いほどよ
りワークの表面から窒素が浸入しやすいこともわかる。これは、炉内の窒素分圧が高いほ
ど活性な窒素イオンの量が増えるためであると考えられる。
【００４６】
　図４に、試料２における横断面の光学顕微鏡写真を示す。また、図５に、試料５におけ
る横断面の光学顕微鏡写真を示す。なお、試料２の表面窒素濃度は１．１５ｍａｓｓ％で
あり、試料５の表面窒素濃度は１．０２ｍａｓｓ％であった。
【００４７】
　これらの結果からわかるように、所定のプラズマ浸窒処理及び焼入れ処理を行った試料
２は、従来のアンモニアによる浸窒処理および焼入れ処理を行った試料５に比べ、表面窒
素濃度が高い。それにもかからず、試料２は、窒素拡散層中にボイドＶが形成されていな
い。したがって、所定のプラズマ浸窒処理及び焼入れ処理を行う手法は、ボイド生成を抑
制する効果が高いといえる。
【００４８】
　図６～図８に、それぞれ、試料２、試料６、試料７のそれぞれの硬さプロファイル及び
窒素濃度プロファイルを示す。これらの図は、材質を純鉄（材質ａ）、Ｓ１５Ｃ（材質ｂ
）、Ｓ３５Ｃ（材質ｃ）と変え、同一の条件で所定のプラズマ浸窒処理及び焼入れ処理を
施したときの硬さプロファイル及び窒素濃度プロファイルを示すものである。
【００４９】
　これらの結果からわかるように、いずれの材質を用いた場合であっても、窒素濃度が増
えるほど、窒素拡散層の硬さが増加することがわかる。また、これらの結果と図３の結果
とをあわせると、プラズマ浸窒処理時における炉内の窒素分圧を制御し、窒素拡散層の窒
素濃度を制御することにより、窒素拡散層の硬度を所望の値に制御することができるとい
える。
【００５０】
　図９に、試料２、試料６、試料７の窒素濃度プロファイルを示す。図１０に、試料２、
試料６、試料７の硬さプロファイルを示す。これらの図は、それぞれ、材質別の窒素濃度
プロファイル、材質別の硬さプロファイルを示すものである。
【００５１】
　これらの結果からわかるように、いずれの試料でも表面窒素濃度に大差はないが、炭素
濃度が高い試料ほど窒素がより深くまで拡散していることがわかる。この理由としては、
窒素は浸入型の原子なので炭素が多い鋼種ほど、鉄格子が歪められ隙間が大きくなり、窒
素が拡散するのを助けているのではないかと推察される。
【００５２】
　図１１に、試料４、試料９の硬さプロファイルを示す。試料４と試料９は、ともにプラ
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。一方、試料９は、空冷後に高周波焼入れを行ったものである。
【００５３】
　この結果からわかるように、ワークは、プラズマ浸窒処理だけでは大幅に硬化しないが
、その後に５９０℃以上の温度から急冷する焼入れ処理を組み合わせることにより大幅に
硬化することがわかる。
【００５４】
　図１２に、試料８、試料９、試料１０の硬さプロファイルを示す　図１２は各窒素分圧
における高周波焼入れ後の硬さプロファイルを示している。
　この結果からわかるように、窒素分圧が高いほど鋼がより深くまで硬化していることが
わかる。したがって、プラズマ浸窒処理時における炉内の窒素分圧を制御して窒素拡散層
の窒素濃度を制御し、さらに、高周波焼入れを併用することによって、窒素拡散層の硬度
を所望の値に制御しつつ、ワークの特定部位または全体を短時間で精度良く加熱でき、製
造の合理化を図ることができるといえる。
【００５５】
　上記によれば、アンモニアを用いることなく鉄基合金材の表面に窒素を浸入させること
ができ、かつ、焼入れ処理後においてもボイドが生じない表面硬化処理を施した鉄基合金
材及びその製造方法を提供することができることが確認された。
【００５６】
　以上、本発明の実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、本発明の趣旨を損なわない範囲内で種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　ワーク
　５　プラズマ浸窒装置
　５０　炉心管
　５１　加熱装置
　５２　窒素供給管
　５３　窒素導入部
　５４　真空ポンプ
　６０　焼入れ槽
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